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主 要 判 決 紹 介 ・ 解 説
≪知的財産高等裁判所≫

特許権侵害行為差止等請求控訴事件
（日本で初めて数値限定発明につき均等論第１要件の充足を認めた裁判例。
ただし、均等論第５要件は否定した。⇒均等侵害不成立）［上］（全２回）

【本判決の要旨、若干の考察】

１．特許請求の範囲、イ号製品との相違点
（１）請求項１

１Ａ：ラクトン環構造、無水グルタル酸構造、グルタルイミド構造、Ｎ－置換マレイミド構造およ
び無水マレイン酸構造から選ばれる少なくとも１種の環構造を主鎖に有する熱可塑性アクリル樹
脂と、

１Ｂ：ヒドロキシフェニルトリアジン骨格を有する、分子量が700以上の紫外線吸収剤と、
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